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いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（抜粋）

平成２９年３月

文部科学省

第１ 学校の設置者及び学校の基本的姿勢

（基本的姿勢）

○ 重大事態の調査は，民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直

接の目的とするものではなく，いじめの事実の全容解明，当該いじめの事案へ

の対処及び同種の事案の再発防止が目的であることを認識すること。学校の設

置者及び学校として，調査により膿を出し切り，いじめの防止等の体制を見直

す姿勢をもつことが，今後の再発防止に向けた第一歩となる。

（自殺事案における遺族に対する接し方）

○ 自殺事案の場合，子供を亡くしたという心情から，学校の設置者又は学校が

遺族に対する調査の説明を進める際に，時間を要する場合があるが，そのよう

な状況は当然起こり得ることであり，御遺族の心情を理解して丁寧に対応する

こと。学校の設置者及び学校は，必要な時間をとりながら丁寧に説明を尽くし，

根気よく信頼関係の構築に努め，被害児童生徒・保護者に寄り添いながら調査

を進めること。

第４ 調査組織の設置

（調査組織の構成）

○ 調査組織については，公平性・中立性が確保された組織が客観的事実認定を

行うことができるよう構成すること。このため，弁護士，精神科医，学識経験

者，心理・福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有するものであって，当該

いじめの事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第

三者）について，職能団体や大学，学会からの推薦等により参加を図るよう努

めるものとする。

第５ 被害児童生徒・保護者等に対する調査方針の説明等

（説明時の注意点）

○ 被害児童生徒・保護者の心情を害する言動は，厳に慎むこと。

※ 家庭にも問題がある等の発言（当該児童生徒をとりまく状況は，公正・中

立な重大事態に係る調査の段階で確認されるものであり，学校が軽々に発言

すべきものではない。）

○ 被害児童生徒・保護者に寄り添いながら対応することを第一とし，信頼関係

を構築すること。

（説明事項）

○ 調査実施前に，被害児童生徒・保護者に対して以下の①～⑥の事項について

説明すること。（略）
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①調査の目的・目標

重大事態の調査は，民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を

直接の目的とするものではなく，学校の設置者及び学校が事実に向き合うこ

とで，事案の全容解明，当該事態への対処や，同種の事態の発生防止を図る

ものであることを説明すること。

②調査主体（組織の構成，人選）

被害児童生徒・保護者に対して，調査組織の構成について説明すること。

調査組織の人選については，職能団体からの推薦を受けて選出したものであ

ることなど，公平性・中立性が担保されていることを説明すること。必要に

応じて，職能団体からも，専門性と公平・中立性が担保された人物であるこ

とをの推薦理由を提出してもらうこと。

説明を行う中で，被害児童生徒・保護者から構成員の職種や職能団体につ

いて要望があり，構成員の中立性・公平性・専門性の確保の観点から，必要

と認められる場合は，学校の設置者及び学校は調整を行う。

③調査時期・期間（スケジュール，定期報告）

被害児童生徒・保護者に対して，調査を開始する時期や調査結果が出るま

でにどのくらいの期間が必要となるのかについて，目途を示すこと。

調査の進捗状況について，定期的に及び適時のタイミングで経過報告を行

うことについて，予め被害児童生徒・保護者に対して説明すること。

④調査事項（いじめの事実関係，学校の設置者及び学校の対応等）・調査対象

（聴き取り等をする児童生徒・教職員の範囲）

予め，重大事態の調査において，どのような事項（いじめの事実関係，学

校の設置者及び学校の対応等）を，どのような対象（聴き取り等をする児童

生徒・教職員の範囲）に調査するのかについて，被害児童生徒・保護者に対

して説明すること。その際，被害児童生徒・保護者が調査を求める事項等を

詳しく聴き取ること。重大事態の調査において，調査事項等に漏れがあった

場合，地方公共団体の長等による再調査を実施しなければならない場合があ

ることに留意する必要がある。

なお，第三者調査委員会が調査事項や調査対象を主体的に決定する場合は，

その方向性が明らかとなった段階で，適切に説明を行うこと。

⑤調査方法（アンケート調査の様式，聴き取りの方法，手順）

重大事態の調査において使用するアンケート調査の様式，聴き取りの方法，

手順を，被害児童生徒・保護者に対して説明すること。説明した際，被害児

童生徒・保護者から調査方法について要望があった場合は，可能な限り，調

査の方法に反映すること。

⑥調査結果の提供（被害者側，加害者側に対する提供等）

・ 調査結果（調査の過程において把握した情報を含む。以下同じ。）の提

供について，被害児童生徒・保護者に対して，どのような内容を提供する

のか，予め説明を行うこと。

第６ 調査の実施

（１）調査実施に当たっての留意事項【共通】

（調査対象者，保護者等に対する説明等）

○ アンケートについては，学校の設置者又は学校によるいじめの重大事態の調

査のために行うものであること（調査の目的），及び結果を被害児童生徒・保
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護者に提供する場合があることを，予め，調査対象者である他の児童生徒及び

その保護者に説明した上で実施すること。

（児童生徒に対する調査）

○ 被害児童生徒，その保護者，他の在籍する児童生徒，教職員等に対して，ア

ンケート調査や聴き取り調査等により，いじめの事実関係を把握すること。こ

の際，被害児童生徒やいじめに係る情報を提供してくれた児童生徒を守ること

を最優先とし，調査を実施することが必要である。

（調査実施中の経過報告）

○ 学校の設置者及び学校は，調査中であることを理由に，被害児童生徒・保護

者に対して説明を拒むようなことがあってはならず，調査の進捗等の経過報告

を行う。

（２）いじめが背景にあると疑われる自殺・自殺未遂である場合

○ 「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）」（平成26年７月文部

科学省。）に沿って行うこと。

第７ 調査結果の説明・公表

（被害児童生徒・保護者に対する情報提供及び説明）

○ 法第28条第２項は「学校の設置者又はその設置する学校は，前項の規定によ

る調査を行ったときは，当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者

に対し，当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提

供するものとする。」と規定しており，被害児童生徒・保護者に対して調査に

係る情報提供及び調査結果の説明を適切に行うことは，学校の設置者又は学校

の法律上の義務である。被害児童生徒・保護者に対する情報提供及び説明の際

は，このことを認識して行うこと。

（調査結果の公表，公表の方法の確認）

○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは，学校の設置者及び

学校として，事案の内容や重大性，被害児童生徒・保護者の意向，公表した場

合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して，適切に判断することとし，特段

の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は，被害児

童生徒・保護者に対して，公表の方針について説明を行うこと。

第９ 調査結果を踏まえた対応

（再発防止，教職員の処分等）

○ 学校の設置者は，調査結果において認定された事実に基づき，いじめの未然

防止，早期発見，対処，情報共有等の学校の設置者及び学校の対応について検

証し，再発防止策の検討を行うこと。


